
 
 

「地震に関する地域危険度測定調査（第９回）」について（東京都公表） 
 

１ 調査の目的 

  東京都は、東京都震災対策条例第 12 条に基づき、地震災害に対する都民の防災

意識の高揚に寄与すべく、概ね５年ごとに、地震に関する地域危険度を、測定調査

し、公表したものである。昭和 50 年に第１回を公表して以来、今回が第９回目の

公表となる（第８回は平成 30年２月に公表）。 

 

２ 調査内容及び結果 

 

 

・「建物倒壊危険度」、「火災危険度（火災の発生による延焼の危険性）」及びこれら

の危険度に「災害時活動困難度（災害時の避難や消火・救助活動の困難さ）」を加

味し、総合化した「総合危険度」を町丁目単位（都内 5,192 町丁目）で測定した。

調査結果については、地域危険度のランクを「相対評価」【注】として、５段階の危険

ランクに割り当てた。 

・なお、今回の調査から、建物倒壊と火災の危険量に係る変動量について、新たに

「絶対評価」【注】も加えて、公表したため、防災まちづくりの着実な進展が確認で

きる内容となった。 
 

都全体 低い ←              → 高い 

危険度ランク １ ２ ３ ４ ５ 合計 
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大田区 低い ←    → 高い 

危険度ランク １ ２ ３ ４ ５ 合計 

建物倒壊危険度の町丁目数 38 68 86 20 3 215 

火災危険度の町丁目数 50 72 60 27 6 215 

総合危険度の町丁目数 50 63 61 32 9 215 

 

【区内の危険量の減少（建物倒壊・火災）】 

危険量は全体として第８回調査と比較し、大幅に低下（建物倒壊危険量：約 20%

減、火災危険量：約 50%減）しており、区内における防災まちづくりの着実な進展が

確認された。 
 
【区としての対応】 

区は、引き続き、除却助成・建替え助成・耐震改修助成等を積極的に推進するとと

もに、用地課・建築調整課と連携した避難路の整備など、倒れない・燃えないまちづ

くりに取組んでいく。また、今回の調査結果に基づき、「地域危険度マップ」を改定

し、窓口や防災施設などでの配布を通して、地域の危険性を示す普及啓発資料として、

区民の防災意識の高揚等につなげていく。 

まちづくり環境委員会 

令和４年９月 27 日 

まちづくり推進部 資料 22 番 

所管 防災まちづくり課 

【注】・相対評価：「他の町丁目」と比較して、評価する方法。これにより、集団母数内での位置付けが把握できる。 

・絶対評価：「個々の町丁目」が進展したレベルを評価する方法。これにより、町丁目ごとの達成度が把握できる。 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9回建物倒壊危険度（R４.9.9公表）【相対評価】 

建物倒壊危険量の変動         【絶対評価】 

第 9回火災危険度（R４.9.9公表）【相対評価】 

火災危険量の変動        【絶対評価】 

 

第 9回総合危険度（R４.9.9発表）【相対評価】 

建物倒壊危険度は、地震の揺れによって、 

建物が壊れる危険性の度合いを測定したものです。 

 

火災危険度は、地震の揺れで発生した火災の延焼により、 

広い地域で被害を受ける危険性の度合いを測定したものです。 

総合危険度は、建物倒壊や火災の危険性に、災害時活動に有

効な空間の多さや、道路基盤などの整備状況から評価した避

難や消火・救助活動のしやすさ（困難さ）を加味して、 

一つの指標としたものです。 

第８回（前回）調査から第９回調査においての 

建物倒壊危険量の増減を示した図面です。 

第８回（前回）調査から第９回調査においての 

火災危険量の増減を示した図面です。 

です。 

 

 

 

別紙２ 


